
議員総会の決議事項に係る常議員会への委任事項（案） 

 

【堺商工会議所定款より抜粋】 

 （議員総会の決議事項） 

第３９条 次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。ただし、

第 11 号から第 16 号までの事項については、議員総会の議決を経て、常議員会

に委任することができる。 

  （1）定款の変更 

  （2）解散 

  （3）合併 

  （4）会員の除名 

  （5）議員の解任 

  （6）次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止 

     （ｲ）会費１口の金額、払込方法その他会費に関すること。 

     （ﾛ）負担金の金額、払込方法その他負担金に関すること。 

     （ﾊ）選挙に関すること。 

  （7）会頭、常議員及び監事の選任又は解任 

  （8）副会頭及び専務理事の選任又は解任の同意 

  （9）第 66条第１項の規定による決算関係書類の承認 

  （10）解散後における財産処分の方法の決定 

  （11）次に掲げる事項に関する規約の設定、変更又は廃止 

     （ｲ）加入手続き 

     （ﾛ）加入金の金額、払込方法その他加入金に関すること。 

     （ﾊ）過怠金の金額その他過怠金に関すること。 

     （ﾆ）役員及び議員の選任及び解任に関すること。 

     （ﾎ）部会について必要な事項 

     （ﾍ）委員会について必要な事項 

     （ﾄ）使用料及び手数料に関すること。 

     （ﾁ）その他本商工会議所の業務の執行について必要な事項 

  （12）事業計画及び収支予算の決定又は変更 

  （13）会員及び特別会員の権利の行使の停止 

  （14）特別会員の除名 

  （15）負担金の賦課 

  （16）解散後における会費の徴収 
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